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回次
第９期

第１四半期連結
累計期間

第８期

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2021年４月１日
至　2022年３月31日

売上高 （百万円） 39,934 117,009

経常利益 （百万円） 6,644 9,050

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 5,058 7,480

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 5,655 8,040

純資産額 （百万円） 95,264 89,609

総資産額 （百万円） 132,184 118,428

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 37.56 55.54

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － －

自己資本比率 （％） 72.06 75.66

回次

第９期
第１四半期連結

累計期間
第８期

会計期間
自　2022年４月１日

至　2022年６月30日

自　2021年４月１日

至　2022年３月31日

１株当たり四半期（当期〉純利益

（円）
150.24 222.18

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．当社は、第８期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第８期第１

四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

４．当社は、2022年９月５日付で普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式それぞれ４株につき１株の割合で株

式併合を実施しております。また、株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付でＡ種種

類株式及びＢ種種類株式の全てを取得し、Ａ種種類株式１株につき普通株式1.3466666株、Ｂ種種類株式１

株につき普通株式１株をそれぞれ対価として交付するとともに、2022年８月31日開催の取締役会決議により

Ａ種種類株式及びＢ種種類株式の全てを消却しております。

なお、１株当たり四半期（当期）純利益については、当該株式併合等前の数値を記載しております。そこ

で、第８期の期首に当該株式併合等が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考まで

に掲げると、以下のとおりとなります。なお、当該１株当たり指標の数値については、ＥＹ新日本有限責任

監査法人の監査を受けておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
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当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

製品売上 31,032

ＮＲＥ売上 8,732

その他 170

売上高合計 39,934

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比

較分析は行っておりません。

(1）経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による物流の停滞、ロシアに

よるウクライナ侵攻等を要因としたエネルギー価格、食料価格等の高騰によるインフレの進展と、対策としての金

利上昇による住宅需要等の減退等、先行きに対する不透明感が増しています。また、各国、地域の金融政策の違い

により、為替レートも急激かつ大幅に変動しました。

　また、こうした状況下、昨年以降継続している製造委託先において供給が追いつかない状況は、現在も継続して

おりますが、相対的に先端テクノロジを中心に少しずつ解消が進んできております。

　このような経済状況下において、当社グループは、2019年３月期以降進めてきたトランスフォーメーションの効

果により商談獲得が増加していた５Ｇネットワーク、オートモーティブ、スマートデバイス向けの注力分野におい

て、獲得した商談の一部で開発が終了し量産段階に入ったこと、生産が想定よりも前倒しに進んだこと、加えて円

安影響もあり、当第１四半期連結累計期間の製品売上は31,032百万円となりました。また、ＮＲＥ売上について

も、第２四半期からの一部前倒しもあり8,732百万円となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は39,934百万円、営業利益は5,594百万円、経常利益は

6,644百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,058百万円となりました。

　なお、当社グループは、ソリューションＳｏＣ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた

記載を行っておりません。

　[売上高]　　　　　　　　　（単位：百万円）

(2）財政状態の状況

(資産)

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は102,368百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,752百万円

増加いたしました。これは主に、当第１四半期及び今後の売上増加に伴う売掛金や棚卸資産の増加に加えて、製造

委託先のキャパシティ確保のため製造委託先への支払いを前倒ししたことによるものであります。固定資産は

29,816百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,004百万円増加いたしました。これは主に、獲得した商談に係わ

るレチクルやＩＰマクロの取得に伴うものであります。

　この結果、総資産は132,184百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,756百万円増加いたしました。

(負債)

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は35,078百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,637百万円増

加いたしました。これは主に、製品売上増加に伴う製造委託先からの購入金額増加による買掛金の増加や製造キャ

パシティ確保等のために顧客から収益計上のタイミングよりも早くキャッシュを頂いていることによる金融負債の

増加等によるものであります。

　この結果、負債合計は36,920百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,101百万円増加いたしました。

(純資産)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は95,264百万円となり、前連結会計年度末から5,655百万円増

加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加5,058百万円に

よるものであります。
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(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありませ

ん。

(4）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(6）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、10,571百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性についての分析に重要な変更

はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000,000

Ａ種種類株式 40,000,000

Ｂ種種類株式 20,800,000

計 210,800,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

　（注）１．Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請

求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付でその全てのＡ種種類株式を自己株式として取得し、対

価としてＡ種種類株式１株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年８月31日付の取

締役会決議により、2022年９月６日付で当該Ａ種種類株式の全てを消却しております。なお、2022年８月31

日付の臨時株主総会決議により、2022年９月６日付でＡ種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止してお

ります。

２．Ｂ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種株主」という。）である富士通株式会社及びパナソニックホールデ

ィングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付でその全ての

Ｂ種種類株式を自己株式として取得し、対価としてＢ種種類株式１株につき普通株式１株を交付しておりま

す。また、2022年８月31日付の取締役会決議により、2022年９月６日付で当該Ｂ種種類株式の全てを消却し

ております。なお、2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、2022年９月６日付でＢ種種類株式を発行

する旨の定款の定めを廃止しております。

３．2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、当社が発行するＡ種種類株式及びＢ種種類株式の取得請求権

の行使、株式併合等に伴う定款の一部変更を2022年９月６日付で行い、発行可能株式総数は2022年６月30日

より76,200,000株減少し、134,600,000株となっております。

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2022年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年９月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 60,000,000 33,666,666 非上場

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。なお、単元

株制度は100株であ

ります。（注）１

Ａ種種類株式 40,000,000 － 非上場 （注）２、５

Ｂ種種類株式 20,800,000 － 非上場 （注）３、６

計 120,800,000 33,666,666 － －

②【発行済株式】

　（注）１．2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、2022年９月６日付で１単元を100株

とする単元株制度を採用しております。

２．Ａ種株主（株式会社日本政策投資銀行）より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてＡ

種種類株式１株につき普通株式1.3466666株を2022年９月６日付で交付しております。また、2022年８月31

日付の取締役会決議により、当該行使に伴い当社が取得した当該Ａ種種類株式について2022年９月６日付で

その全てを消却しております。

３．Ｂ種株主（富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社）より株式取得請求権の行使を受け

たことに伴い、この対価としてＢ種種類株式１株につき普通株式１株を2022年９月６日付で交付しておりま

す。また、2022年８月31日付の取締役会決議により、当該行使に伴い当社が取得した当該Ｂ種種類株式につ

いて2022年９月６日付でその全てを消却しております。

４．2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、2022年９月５日付で普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株

式について、それぞれ４株を１株とする株式併合を行っております。また、2022年９月６日付でＡ種種類株
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調整前
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

＋
新株発行・処分Ａ種種類株式数×１株当たり払込金額

調整後
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

＝

調整前
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

×
調整前Ａ種種類株式払込金額相当額

調整前の既発行Ａ種種類株式数＋新株発行・処分Ａ種種類株式数

式、Ｂ種種類株式の全てが普通株式に転換しております。これらにより2022年９月６日現在の発行済株式総

数は2022年６月30日より87,133,334株減少し、33,666,666株となっております。

５．Ａ種種類株式の内容は以下のとおりです。

１．Ａ種株主に対する剰余金の配当

当社は、剰余金の配当をするときは、Ａ種株主又はＡ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株

式質権者」という。）に対し、Ａ種種類株式１株につき、普通株式１株当たりの配当金及びＢ種種類株

式１株当たりの配当金と同額の配当（なお、Ａ種種類株式、普通株式又はＢ種種類株式のうち、特定の

種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われた場合には、当該種類の

株式間において株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われる前の剰余金の配当の割合が維持

されることとなるよう、適切に調整されるものとする。）を、普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）及びＢ種株主又

はＢ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）と同順位にて行う。

２．Ａ種株主に対する残余財産の分配

(1）当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種株主又はＡ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者及びＢ種株主又はＢ種登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株当たりの残余財産分

配額として、Ａ種種類株式払込金額相当額を分配する。

(2）Ａ種種類株式払込金額相当額は当初500円とする。ただし、Ａ種種類株式発行後、次の①乃至④のい

ずれかに該当する場合には、Ａ種種類株式払込金額相当額は、その直前におけるＡ種種類株式払込金

額相当額をもとに下記算式（以下「Ａ種種類株式払込金額相当額調整式」という。）により計算され

る額に調整され、⑤に該当する場合には、同⑤に従って調整される。なお、Ａ種種類株式払込金額相

当額調整式中、調整前の既発行Ａ種種類株式数は、調整前の発行済Ａ種種類株式数（自己株式を除

く。）を意味し、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額の額は、小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。

①　Ａ種種類株式につき株式の分割をするとき

Ａ種種類株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発行・処分Ａ種

種類株式数とみなし、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株式払込金額相当額調整式を使

用するものとし、株式の分割の効力発生日以降、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額を適用す

る。

②　Ａ種種類株式につき株式の併合をするとき

Ａ種種類株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数の負の値を新

規発行・処分Ａ種種類株式数とみなし、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株式払込金額

相当額調整式を使用するものとし、株式の併合の効力発生日以降、調整後Ａ種種類株式払込金額

相当額を適用する。

③　Ａ種種類株式につき株式無償割当てをするとき

Ａ種種類株式につき株式無償割当てをするときは、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株

式払込金額相当額調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生日以降、調整後Ａ種種

類株式払込金額相当額を適用する。

④　Ａ種種類株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするとき

Ａ種種類株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等（株式の発

行及び自己株式の処分を総称していう。以下同じ。）をするときは、払込期日（払込期間を定め

た場合にはその最終日）以降、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額を適用する。

⑤　Ａ種種類株式につきＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主にＡ種種類株式を

目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするとき

Ａ種種類株式につきＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てをするとき又は株主にＡ種

種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等

（新株予約権の発行及び自己新株予約権の処分を総称していう。以下同じ。）をするときは、調

整後Ａ種種類株式払込金額相当額は、それぞれ上記③又は④に定めるところに準じて適切なＡ種

種類株式払込金額相当額に調整される。

Ａ種株主又はＡ種登録株式質権者に対しては、(1)のほか残余財産の分配を行わない。

３．議決権
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Ａ種株主は、株主総会において議決権を有する。

４．株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1）当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式の種類

ごとに、同時に同一の割合でこれをする。

(2）当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、それぞれの場合に応じて、普通株

主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てを、Ａ種株主には

Ａ種種類株式の株式無償割当て又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、Ｂ種株主に

はＢ種種類株式の株式無償割当て又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、それぞれ

同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含

む。）でする。

(3）当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等又は株主に新株予約権の割

当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等をするときは、それぞれの場合に応じて、普

通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種株主にはＡ

種種類株式又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種株主にはＢ種種

類株式又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割

合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、普通

株主、Ａ種株主及びＢ種株主の権利・利益に鑑みての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額その他の条件により与える。

(4）(1)または(2)の定めにかかわらず、当社が必要と認める場合には、法令に定める手続きを経た上で、

普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株式の併合若しく

は分割又は株式無償割当てを行うことができるものとする。

５．金銭を対価とするＡ種種類株式の取得請求権（期中償還）

(1）Ａ種株主は、当社が平成30年３月に終了する事業年度に係る計算書類について株主総会の承認（株主

総会の承認が不要の場合には、取締役会の承認）を受けた日以降平成32年２月29日までの間いつで

も、当社に対し、本条に基づく請求であることを明示して、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引

換えに本条第２項に定める金額（以下「期中償還価額」という。）の金銭を交付することを請求する

ことができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとす

る。

(2）Ａ種種類株式１株当たりの期中償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする（小数第４

位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）。

１株当たりの期中償還価額＝期中償還請求日Ａ種種類株式払込金額相当額×（１＋0.04）（ｍ＋ｎ）

「ｍ」は、(a)当該取得請求の日（以下「期中償還請求日」という。）が平成28年３月１日までの日で

ある場合には零とし、また、(b)(a)以外の場合には、平成27年３月２日から直前応当日までの経過年

数（正の整数）とする。

「直前応当日」とは、期中償還請求日の直前の３月２日をいう（期中償還請求日が３月２日である場

合には、期中償還請求日を直前応当日とする。）。

「ｎ」は、「残余日数」（以下に定義する。）を365で除した数とする（小数第４位まで算出し、その小

数第４位を切り捨てる。）。

「残余日数」とは、上記(a)の場合には平成27年３月３日（同日を含む。）から期中償還請求日（同日

を含む。）までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日（同日を含む。）から期中

償還請求日（同日を含む。）までの実日数とする。

「期中償還請求日Ａ種種類株式払込金額相当額」とは、期中償還請求日における２．「Ａ種株主に対

する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金額相当額をいう。

６．金銭を対価とするＡ種種類株式の取得請求権（最終償還）

(1）Ａ種株主は、平成27年３月２日以降いつでも、当社に対し、本条に基づく請求であることを明示し

て、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに(2)に定める金額（以下「最終償還価額」とい

う。）の金銭を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法

令の定めに従い取得手続を行うものとする。

(2）Ａ種種類株式１株当たりの最終償還価額は、次の①又は②の場合につき、それぞれ①又は②に定める

価額とする。

①　当該取得請求の日（以下「最終償還請求日」という。）における会社法の規定に基づき算出される

分配可能額が、最終償還請求日における発行済Ａ種種類株式（自己株式を除く。）の数に２．「Ａ種

株主に対する残余財産の分配」(2）に定めるＡ種種類株式払込金額相当額を乗じた額を上回る場合

以下のａ．又はｂ．のいずれか高い額
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１株当たりの最終償還価額＝連結純資産額×
１

既発行株式数

１株当た

り交付普

通株式数

＝

（　完全希薄化後

既発行普通株式数
－

転換交付済普通株

式数　）
× ２／３ －

転換交付済普通

株式数

既発行Ａ種種類株式数（自己株式を除く。）

ａ．以下の算式に基づいて算定される額（小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入す

る。）

１株当たりの最終償還価額

＝最終取得請求日Ａ種種類株式払込金額相当額×（１＋0.08）（ｍ＋ｎ）

「ｍ」は、(a)最終償還請求日が平成28年３月１日までの日である場合には零とし、また、(b)

(a)以外の場合には、平成27年３月２日から直前応当日までの経過年数（正の整数）とする。「直

前応当日」とは、最終償還請求日の直前の３月２日をいう（最終償還請求日が３月２日である場

合には、最終償還請求日を直前応当日とする。）。

「ｎ」は、「残余日数」（以下に定義する。）を365で除した数とする（小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を切り捨てる。）。

「残余日数」とは、上記(a)の場合には平成27年３月３日（同日を含む。）から最終償還請求日

（同日を含む。）までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日（同日を含

む。）から最終償還請求日（同日を含む。）までの実日数とする。

「最終取得請求日Ａ種種類株式払込金額相当額」とは、最終償還請求日における２．「Ａ種株主

に対する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金額相当額をいう。

ｂ．以下の算式に基づいて算定される額（小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入するも

のとし、以下「Ａ種種類株式１株当たり純資産額」という。）

「連結純資産額」とは、直近の確定した当社の事業年度末の連結貸借対照表における純資産額を

いう。

「既発行株式数」とは、最終償還請求日における当社の発行済株式数（自己株式を除く。）をい

う。

なお、４.「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、Ａ種種類株式、普通

株式又はＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ、株式の併合若しくは分割又は株

式無償割当てが行われた場合には、当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われな

かったと仮定した場合のＡ種種類株式１株当たり純資産額が実質的に維持されることとなるよ

う、Ａ種種類株式１株当たり純資産額は適切に調整されるものとする。

②　最終償還請求日における会社法の規定に基づき算出される分配可能額が、最終償還請求日における

発行済Ａ種種類株式（自己株式を除く。）の数に２．「Ａ種株主に対する残余財産の分配」(2)に定

めるＡ種種類株式払込金額相当額を乗じた額以下の場合

最終償還請求日における２．「Ａ種株主に対する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金

額相当額

ただし、最終償還請求日前１ヶ月以内に、当社が資本金又は準備金の額の減少を実施し、かかる資

本金又は準備金の額の減少が会社法の規定に基づき算出される分配可能額に反映されている場合に

は、Ａ種種類株式１株当たり純資産額とする。

７．普通株式を対価とするＡ種種類株式の取得請求権

(1）Ａ種株主は、払込期日以降いつでも、当社に対し、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに

(2)に定める数の普通株式を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた

場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとする

(2）対価として交付する普通株式の数は、当該取得請求に係るＡ種種類株式の数に以下の算式に基づいて

算定される１株当たり交付普通株式数を乗じた数とする。

「完全希薄化後既発行普通株式数」とは、①当該取得請求の日における当社の発行済みの普通株式の

数（自己株式を除き、当該取得請求の日までに決議が行われ当該取得請求の日以降に実施される募集

株式の発行等に係る普通株式を含む。）に、②(ⅰ)当該株式の取得と引換えに当社の普通株式を交付

する旨の定款の定めのある株式（自己株式及びＡ種種類株式を除き、当該取得請求の日までに決議が

行われ当該取得請求の日以降に実施される募集株式の発行等に係る株式を含む。）及び(ⅱ)その行使

により当社の普通株式を取得する権利を付与されている新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
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のを含むが、当社の株式の上場前には行使することができないものとする条件が付されているもの及

び自己新株予約権を除く。また、当該取得請求の日までに決議が行われ当該取得請求の日以降に実施

される募集新株予約権の発行等に係る新株予約権を含む。）の全部が、当該取得請求と同時に取得又

は行使され、当社の普通株式が交付されたと仮定した場合に、当該株主又は新株予約権者（新株予約

権付社債権者を含む。）が交付を受け又は取得する当社の普通株式数を加えた株式数をいう。

「転換交付済普通株式数」とは、平成27年３月２日以降、本条に定める取得請求権の行使によりＡ種

種類株式の取得と引換えに交付された当社の普通株式の総数をいう。ただし、当社が普通株式につい

て株式の分割若しくは併合、株式無償割当て、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株

式の発行、普通株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に普通株式を目的とする新株予約権

の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行（以下「株式分割等」という。）を行った

場合には、転換交付済普通株式数は、本条に定める取得請求権の行使により普通株式の交付を受けた

株主が当該交付を受けた普通株式以外に当社の株式を保有していなかったと仮定した場合に、当該交

付を受けた普通株式を処分することなく保有し続けていれば当該株式分割等の結果保有することにな

る当社の普通株式の数（普通株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に普通株式を目的とす

る新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行が行われた場合には、当該新

株予約権の全部が当該取得請求と同時に行使され、当社の普通株式が交付されたと仮定した場合に、

当該新株予約権者が取得する当社の普通株式数を含む。）に調整される。

６．Ｂ種種類株式の内容は以下のとおりです。

１．Ｂ種株主に対する剰余金の配当

当社は、剰余金の配当をするときは、Ｂ種株主又はＢ種登録株式質権者に対し、Ｂ種種類株式１

株につき、普通株式１株当たりの配当金及びＡ種種類株式１株当たりの配当金と同額の配当（な

お、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、Ａ種種類株式、普通株

式又はＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は株式無

償割当てが行われた場合には、当該種類の株式間において株式の併合若しくは分割又は株式無償

割当てが行われる前の剰余金の配当の割合が維持されることとなるよう、適切に調整されるもの

とする。）を、普通株主又は普通登録株式質権者及びＡ種株主又はＡ種種類株式の登録株式質権

者と同順位にて行う。

２．Ｂ種株主に対する残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種株主又はＢ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普

通登録株式質権者と同順位にて、Ｂ種種類株式１株当たりの残余財産分配額として、普通株式１

株につき分配する額と同額（なお、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに

基づき、普通株式又はＢ種種類株式のうち、いずれかの種類の株式についてのみ株式の併合若し

くは分割又は株式無償割当てが行われた場合には、当該種類の株式間において株式の併合若しく

は分割又は株式無償割当てが行われる前の残余財産の分配の割合が維持されることとなるよう、

適切に調整されるものとする。）を分配する。

３．議決権

Ｂ種株主は、株主総会において議決権を有しない。

４．種類株主総会

(1）当社が会社法第322条第１項各号に定める行為をする場合においては、法令又は定款に別段の

定めがある場合を除き、Ｂ種株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｂ種種類株主総会」と

いう。）の決議を要しないものとする。

(2）当社が新たにＢ種種類株式を引き受ける者を募集する場合又はＢ種種類株式を目的とする募集

新株予約権を引き受ける者を募集する場合にあっても、Ｂ種種類株主総会の決議を要しないも

のとする。

５．普通株式を対価とするＢ種種類株式の取得請求権

(1）Ｂ種株主は、Ａ種種類株式の消滅又は当社の普通株式の取引所金融商品市場への上場の申請を

行うことが当社取締役会において決議された日のいずれかが到来した日以降、当社に対し、Ｂ

種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに(2）に定める数の普通株式を交付することを請求

することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行

うものとする。

(2）対価として交付する普通株式の数は、当該取得請求に係るＢ種種類株式１株当たり普通株式１

株とする。なお、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、普通株

式又はＢ種種類株式のうち、いずれかの種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は

株式無償割当てが行われた場合には、株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われる
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前における、対価として交付する普通株式の数が実質的に維持されることとなるよう、交付す

る株式数の数が適切に調整されるものとする。

６．株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1）当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式

の種類ごとに、同時に同一の割合でこれをする。

(2）当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、それぞれの場合に応じて、

普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てを、

Ａ種株主にはＡ種種類株式の株式無償割当て又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割

当てを、Ｂ種株主にはＢ種種類株式の株式無償割当て又はＢ種種類株式を目的とする新株予約

権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比

率を実質的に同一にすることを含む。）でする。

(3）当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等又は株主に新株予約

権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等をするときは、それぞれの場合

に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ａ種株主にはＡ種種類株式又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権

利を、Ｂ種株主にはＢ種種類株式又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける

権利を、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質

的に同一にすることを含む。）で、普通株主、Ａ種株主及びＢ種株主の権利・利益に鑑みての実

質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により

与える。

(4）(1)または(2)の定めにかかわらず、当会社が必要と認める場合には、法令に定める手続きを経

た上で、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株

式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行うことができるものとする。

７．株主との合意による種類株式の取得

当会社が、Ｂ種種類株式の取得について、会社法第160条第１項の規定による決定をするとき

は、同条第２項及び第３項の規定を適用しない。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年４月１日～

2022年６月30日
－

普通株式

60,000,000

Ａ種種類株式

40,000,000

Ｂ種種類株式

20,800,000

－ 30,200,000 － 30,200,000

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）１．2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、普通株式、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式を対象に2022年９月

５日付で株式併合（４：１）しております。

２．Ａ種株主（株式会社日本政策投資銀行）より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付

でその全てのＡ種種類株式を自己株式として取得し、対価としてＡ種種類株式１株につき普通株式

1.3466666株を交付しております。また、Ｂ種株主（富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株

式会社）よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付でその全てのＢ種種類

株式を自己株式として取得し、対価としてＢ種種類株式１株につき普通株式１株を交付しております。

３．当社が取得したＡ種種類株式及びＢ種種類株式について、2022年８月31日付の取締役会決議により、2022年

９月６日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2022年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ｂ種種類株式

20,800,000
－

単元株制度は採用してお

りません。

（注）１、３

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － －

完全議決権株式（その他）

Ａ種種類株式

40,000,000

Ａ種種類株式

40,000,000

単元株制度は採用してお

りません。

（注）１、２

普通株式

60,000,000

普通株式

60,000,000

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。な

お、単元株制度は採用し

ておりません。

（注）１

単元未満株式 － －

発行済株式総数 120,800,000 － －

総株主の議決権 － 100,000,000 －

調整前
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

＋
新株発行・処分Ａ種種類株式数×１株当たり払込金額

調整後
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

＝

調整前
Ａ種種類
株式払込
金額相当額

×
調整前Ａ種種類株式払込金額相当額

調整前の既発行Ａ種種類株式数＋新株発行・処分Ａ種種類株式数

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１　株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない旨、定款で定めております。

２　Ａ種種類株式の内容は以下のとおりです。

１．Ａ種株主に対する剰余金の配当

当社は、剰余金の配当をするときは、Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）又はＡ

種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種種類株式１株につ

き、普通株式１株当たりの配当金及びＢ種種類株式１株当たりの配当金と同額の配当（なお、Ａ種種類

株式、普通株式又はＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は

株式無償割当てが行われた場合には、当該種類の株式間において株式の併合若しくは分割又は株式無償

割当てが行われる前の剰余金の配当の割合が維持されることとなるよう、適切に調整されるものとす

る。）を、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録株式質権者」という。）及びＢ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種株主」という。）又はＢ

種種類株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）と同順位にて行う。

２．Ａ種株主に対する残余財産の分配

(1）当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種株主又はＡ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者及びＢ種株主又はＢ種登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株当たりの残余財産分

配額として、Ａ種種類株式払込金額相当額を分配する。

(2）Ａ種種類株式払込金額相当額は当初500円とする。ただし、Ａ種種類株式発行後、次の①乃至④のい

ずれかに該当する場合には、Ａ種種類株式払込金額相当額は、その直前におけるＡ種種類株式払込金

額相当額をもとに下記算式（以下「Ａ種種類株式払込金額相当額調整式」という。）により計算され

る額に調整され、⑤に該当する場合には、同⑤に従って調整される。なお、Ａ種種類株式払込金額相

当額調整式中、調整前の既発行Ａ種種類株式数は、調整前の発行済Ａ種種類株式数（自己株式を除

く。）を意味し、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額の額は、小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。

①　Ａ種種類株式につき株式の分割をするとき
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Ａ種種類株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発行・処分Ａ種

種類株式数とみなし、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株式払込金額相当額調整式を使

用するものとし、株式の分割の効力発生日以降、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額を適用す

る。

②　Ａ種種類株式につき株式の併合をするとき

Ａ種種類株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数の負の値を新

規発行・処分Ａ種種類株式数とみなし、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株式払込金額

相当額調整式を使用するものとし、株式の併合の効力発生日以降、調整後Ａ種種類株式払込金額

相当額を適用する。

③　Ａ種種類株式につき株式無償割当てをするとき

Ａ種種類株式につき株式無償割当てをするときは、１株当たり払込金額を零円としてＡ種種類株

式払込金額相当額調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生日以降、調整後Ａ種種

類株式払込金額相当額を適用する。

④　Ａ種種類株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするとき

Ａ種種類株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等（株式の発

行及び自己株式の処分を総称していう。以下同じ。）をするときは、払込期日（払込期間を定め

た場合にはその最終日）以降、調整後Ａ種種類株式払込金額相当額を適用する。

⑤　Ａ種種類株式につきＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主にＡ種種類株式を

目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするとき

Ａ種種類株式につきＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てをするとき又は株主にＡ種

種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等

（新株予約権の発行及び自己新株予約権の処分を総称していう。以下同じ。）をするときは、調

整後Ａ種種類株式払込金額相当額は、それぞれ上記③又は④に定めるところに準じて適切なＡ種

種類株式払込金額相当額に調整される。

Ａ種株主又はＡ種登録株式質権者に対しては、(1)のほか残余財産の分配を行わない。

３．議決権

Ａ種株主は、株主総会において議決権を有する。

４．株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1）当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式の種類

ごとに、同時に同一の割合でこれをする。

(2）当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、それぞれの場合に応じて、普通株

主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てを、Ａ種株主には

Ａ種種類株式の株式無償割当て又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、Ｂ種株主に

はＢ種種類株式の株式無償割当て又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、それぞれ

同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含

む。）でする。

(3）当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等又は株主に新株予約権の割

当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等をするときは、それぞれの場合に応じて、普

通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種株主にはＡ

種種類株式又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種株主にはＢ種種

類株式又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割

合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、普通

株主、Ａ種株主及びＢ種株主の権利・利益に鑑みての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額その他の条件により与える。

(4）(1)または(2)の定めにかかわらず、当社が必要と認める場合には、法令に定める手続きを経た上で、

普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株式の併合若しく

は分割又は株式無償割当てを行うことができるものとする。

５．金銭を対価とするＡ種種類株式の取得請求権（期中償還）

(1）Ａ種株主は、当社が平成30年３月に終了する事業年度に係る計算書類について株主総会の承認（株主

総会の承認が不要の場合には、取締役会の承認）を受けた日以降平成32年２月29日までの間いつで

も、当社に対し、本条に基づく請求であることを明示して、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引

換えに本条第２項に定める金額（以下「期中償還価額」という。）の金銭を交付することを請求する

ことができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとす

る。
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１株当たりの最終償還価額＝連結純資産額×
１

既発行株式数

(2）Ａ種種類株式１株当たりの期中償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする（小数第４

位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）。

１株当たりの期中償還価額＝期中償還請求日Ａ種種類株式払込金額相当額×（１＋0.04）（ｍ＋ｎ）

「ｍ」は、(a)当該取得請求の日（以下「期中償還請求日」という。）が平成28年３月１日までの日で

ある場合には零とし、また、(b)(a)以外の場合には、平成27年３月２日から直前応当日までの経過年

数（正の整数）とする。

「直前応当日」とは、期中償還請求日の直前の３月２日をいう（期中償還請求日が３月２日である場

合には、期中償還請求日を直前応当日とする。）。

「ｎ」は、「残余日数」（以下に定義する。）を365で除した数とする（小数第４位まで算出し、その小

数第４位を切り捨てる。）。

「残余日数」とは、上記(a)の場合には平成27年３月３日（同日を含む。）から期中償還請求日（同日

を含む。）までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日（同日を含む。）から期中

償還請求日（同日を含む。）までの実日数とする。

「期中償還請求日Ａ種種類株式払込金額相当額」とは、期中償還請求日における２．「Ａ種株主に対

する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金額相当額をいう。

６．金銭を対価とするＡ種種類株式の取得請求権（最終償還）

(1）Ａ種株主は、平成27年３月２日以降いつでも、当社に対し、本条に基づく請求であることを明示し

て、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに(2)に定める金額（以下「最終償還価額」とい

う。）の金銭を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法

令の定めに従い取得手続を行うものとする。

(2）Ａ種種類株式１株当たりの最終償還価額は、次の①又は②の場合につき、それぞれ①又は②に定める

価額とする。

①　当該取得請求の日（以下「最終償還請求日」という。）における会社法の規定に基づき算出される

分配可能額が、最終償還請求日における発行済Ａ種種類株式（自己株式を除く。）の数に２．「Ａ種

株主に対する残余財産の分配」(2）に定めるＡ種種類株式払込金額相当額を乗じた額を上回る場合

以下のａ．又はｂ．のいずれか高い額

ａ．以下の算式に基づいて算定される額（小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入す

る。）

１株当たりの最終償還価額

＝最終取得請求日Ａ種種類株式払込金額相当額×（１＋0.08）（ｍ＋ｎ）

「ｍ」は、(a)最終償還請求日が平成28年３月１日までの日である場合には零とし、また、(b)

(a)以外の場合には、平成27年３月２日から直前応当日までの経過年数（正の整数）とする。「直

前応当日」とは、最終償還請求日の直前の３月２日をいう（最終償還請求日が３月２日である場

合には、最終償還請求日を直前応当日とする。）。

「ｎ」は、「残余日数」（以下に定義する。）を365で除した数とする（小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を切り捨てる。）。

「残余日数」とは、上記(a)の場合には平成27年３月３日（同日を含む。）から最終償還請求日

（同日を含む。）までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日（同日を含

む。）から最終償還請求日（同日を含む。）までの実日数とする。

「最終取得請求日Ａ種種類株式払込金額相当額」とは、最終償還請求日における２．「Ａ種株主

に対する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金額相当額をいう。

ｂ．以下の算式に基づいて算定される額（小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入するも

のとし、以下「Ａ種種類株式１株当たり純資産額」という。）

「連結純資産額」とは、直近の確定した当社の事業年度末の連結貸借対照表における純資産額を

いう。

「既発行株式数」とは、最終償還請求日における当社の発行済株式数（自己株式を除く。）をい

う。

なお、４.「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、Ａ種種類株式、普通

株式又はＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ、株式の併合若しくは分割又は株

式無償割当てが行われた場合には、当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われな

かったと仮定した場合のＡ種種類株式１株当たり純資産額が実質的に維持されることとなるよ

う、Ａ種種類株式１株当たり純資産額は適切に調整されるものとする。
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１株当た

り交付普

通株式数

＝

（　完全希薄化後

既発行普通株式数
－

転換交付済普通株

式数　）
× ２／３ －

転換交付済普通

株式数

既発行Ａ種種類株式数（自己株式を除く。）

②　最終償還請求日における会社法の規定に基づき算出される分配可能額が、最終償還請求日における

発行済Ａ種種類株式（自己株式を除く。）の数に２．「Ａ種株主に対する残余財産の分配」(2)に定

めるＡ種種類株式払込金額相当額を乗じた額以下の場合

最終償還請求日における２．「Ａ種株主に対する残余財産の分配」(2)に定めるＡ種種類株式払込金

額相当額

ただし、最終償還請求日前１ヶ月以内に、当社が資本金又は準備金の額の減少を実施し、かかる資

本金又は準備金の額の減少が会社法の規定に基づき算出される分配可能額に反映されている場合に

は、Ａ種種類株式１株当たり純資産額とする。

７．普通株式を対価とするＡ種種類株式の取得請求権

(1）Ａ種株主は、払込期日以降いつでも、当社に対し、Ａ種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに

(2)に定める数の普通株式を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた

場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとする

(2）対価として交付する普通株式の数は、当該取得請求に係るＡ種種類株式の数に以下の算式に基づいて

算定される１株当たり交付普通株式数を乗じた数とする。

「完全希薄化後既発行普通株式数」とは、①当該取得請求の日における当社の発行済みの普通株式の

数（自己株式を除き、当該取得請求の日までに決議が行われ当該取得請求の日以降に実施される募集

株式の発行等に係る普通株式を含む。）に、②(ⅰ)当該株式の取得と引換えに当社の普通株式を交付

する旨の定款の定めのある株式（自己株式及びＡ種種類株式を除き、当該取得請求の日までに決議が

行われ当該取得請求の日以降に実施される募集株式の発行等に係る株式を含む。）及び(ⅱ)その行使

により当社の普通株式を取得する権利を付与されている新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含むが、当社の株式の上場前には行使することができないものとする条件が付されているもの及

び自己新株予約権を除く。また、当該取得請求の日までに決議が行われ当該取得請求の日以降に実施

される募集新株予約権の発行等に係る新株予約権を含む。）の全部が、当該取得請求と同時に取得又

は行使され、当社の普通株式が交付されたと仮定した場合に、当該株主又は新株予約権者（新株予約

権付社債権者を含む。）が交付を受け又は取得する当社の普通株式数を加えた株式数をいう。

「転換交付済普通株式数」とは、平成27年３月２日以降、本条に定める取得請求権の行使によりＡ種

種類株式の取得と引換えに交付された当社の普通株式の総数をいう。ただし、当社が普通株式につい

て株式の分割若しくは併合、株式無償割当て、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株

式の発行、普通株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に普通株式を目的とする新株予約権

の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行（以下「株式分割等」という。）を行った

場合には、転換交付済普通株式数は、本条に定める取得請求権の行使により普通株式の交付を受けた

株主が当該交付を受けた普通株式以外に当社の株式を保有していなかったと仮定した場合に、当該交

付を受けた普通株式を処分することなく保有し続けていれば当該株式分割等の結果保有することにな

る当社の普通株式の数（普通株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に普通株式を目的とす

る新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行が行われた場合には、当該新

株予約権の全部が当該取得請求と同時に行使され、当社の普通株式が交付されたと仮定した場合に、

当該新株予約権者が取得する当社の普通株式数を含む。）に調整される。

３　Ｂ種種類株式の内容は以下のとおりです。

１．Ｂ種株主に対する剰余金の配当

当社は、剰余金の配当をするときは、Ｂ種株主又はＢ種登録株式質権者に対し、Ｂ種種類株式１

株につき、普通株式１株当たりの配当金及びＡ種種類株式１株当たりの配当金と同額の配当（な

お、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、Ａ種種類株式、普通株

式又はＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は株式無

償割当てが行われた場合には、当該種類の株式間において株式の併合若しくは分割又は株式無償

割当てが行われる前の剰余金の配当の割合が維持されることとなるよう、適切に調整されるもの

とする。）を、普通株主又は普通登録株式質権者及びＡ種株主又はＡ種種類株式の登録株式質権

者と同順位にて行う。

２．Ｂ種株主に対する残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種株主又はＢ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普
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通登録株式質権者と同順位にて、Ｂ種種類株式１株当たりの残余財産分配額として、普通株式１

株につき分配する額と同額（なお、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに

基づき、普通株式又はＢ種種類株式のうち、いずれかの種類の株式についてのみ株式の併合若し

くは分割又は株式無償割当てが行われた場合には、当該種類の株式間において株式の併合若しく

は分割又は株式無償割当てが行われる前の残余財産の分配の割合が維持されることとなるよう、

適切に調整されるものとする。）を分配する。

３．議決権

Ｂ種株主は、株主総会において議決権を有しない。

４．種類株主総会

(1）当社が会社法第322条第１項各号に定める行為をする場合においては、法令又は定款に別段の

定めがある場合を除き、Ｂ種株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｂ種種類株主総会」と

いう。）の決議を要しないものとする。

(2）当社が新たにＢ種種類株式を引き受ける者を募集する場合又はＢ種種類株式を目的とする募集

新株予約権を引き受ける者を募集する場合にあっても、Ｂ種種類株主総会の決議を要しないも

のとする。

５．普通株式を対価とするＢ種種類株式の取得請求権

(1）Ｂ種株主は、Ａ種種類株式の消滅又は当社の普通株式の取引所金融商品市場への上場の申請を

行うことが当社取締役会において決議された日のいずれかが到来した日以降、当社に対し、Ｂ

種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに(2）に定める数の普通株式を交付することを請求

することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行

うものとする。

(2）対価として交付する普通株式の数は、当該取得請求に係るＢ種種類株式１株当たり普通株式１

株とする。なお、６．「株式の併合又は分割、株式無償割当て等」(4)の定めに基づき、普通株

式又はＢ種種類株式のうち、いずれかの種類の株式についてのみ株式の併合若しくは分割又は

株式無償割当てが行われた場合には、株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てが行われる

前における、対価として交付する普通株式の数が実質的に維持されることとなるよう、交付す

る株式数の数が適切に調整されるものとする。

６．株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1）当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式

の種類ごとに、同時に同一の割合でこれをする。

(2）当社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、それぞれの場合に応じて、

普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てを、

Ａ種株主にはＡ種種類株式の株式無償割当て又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権無償割

当てを、Ｂ種株主にはＢ種種類株式の株式無償割当て又はＢ種種類株式を目的とする新株予約

権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比

率を実質的に同一にすることを含む。）でする。

(3）当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等又は株主に新株予約

権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行等をするときは、それぞれの場合

に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ａ種株主にはＡ種種類株式又はＡ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権

利を、Ｂ種株主にはＢ種種類株式又はＢ種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける

権利を、それぞれ同時に同一の割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質

的に同一にすることを含む。）で、普通株主、Ａ種株主及びＢ種株主の権利・利益に鑑みての実

質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により

与える。

(4）(1)または(2)の定めにかかわらず、当会社が必要と認める場合には、法令に定める手続きを経

た上で、普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式のうち、特定の種類の株式についてのみ株

式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行うことができるものとする。

７．株主との合意による種類株式の取得

当会社が、Ｂ種種類株式の取得について、会社法第160条第１項の規定による決定をするとき

は、同条第２項及び第３項の規定を適用しない。

４　Ａ種株主（株式会社日本政策投資銀行）より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてＡ種

種類株式１株につき普通株式1.3466666株を2022年９月６日付で交付しております。また、2022年８月31日付

の取締役会決議により、当該行使に伴い当社が取得した当該Ａ種種類株式について2022年９月６日付でその全
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てを消却しております。なお、2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、2022年９月６日付でＡ種種類株

式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

５　Ｂ種株主（富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社）より株式取得請求権の行使を受けた

ことに伴い、この対価としてＢ種種類株式１株につき普通株式１株を2022年９月６日付で交付しております。

また、2022年８月31日付の取締役会決議により、当該行使に伴い当社が取得した当該Ｂ種種類株式について

2022年９月６日付でその全てを消却しております。なお、2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、2022

年９月６日付でＢ種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

６　2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、2022年９月５日付で普通株式、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式を

対象に４株を１株の割合で株式併合を行っております。

７　2022年８月31日付の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、2022年９月６日付で１単元を100株と

する単元株制度を採用しております。

８　2022年９月６日付でＡ種種類株式、Ｂ種種類株式の全てが普通株式に転換しております。これにより2022年９

月６日現在の完全議決権株式（その他）の株式数は普通株式33,666,666株、議決権の数は336,666個となって

おります。

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第210条第６項の規定に基づき、第１四半期連結会計期

間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,271 37,166

売掛金 25,053 31,822

製品 1,488 1,771

仕掛品 14,921 17,534

未収入金 914 7,748

その他 1,969 6,327

流動資産合計 90,616 102,368

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,371 2,838

機械及び装置（純額） 11 11

工具、器具及び備品（純額） 8,159 9,813

土地 800 800

建設仮勘定 287 218

有形固定資産合計 11,628 13,680

無形固定資産

技術資産 11,172 11,895

その他 1,076 1,003

無形固定資産合計 12,248 12,898

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

繰延税金資産 3,098 2,401

その他 838 837

投資その他の資産合計 3,936 3,238

固定資産合計 27,812 29,816

資産合計 118,428 132,184

負債の部

流動負債

買掛金 16,609 20,010

未払金 2,054 2,027

未払費用 4,865 3,022

未払法人税等 2,609 1,173

その他 1,304 8,846

流動負債合計 27,441 35,078

固定負債

資産除去債務 316 344

その他 1,062 1,498

固定負債合計 1,378 1,842

負債合計 28,819 36,920

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

純資産の部

株主資本

資本金 30,200 30,200

資本剰余金 30,200 30,200

利益剰余金 28,867 33,925

株主資本合計 89,267 94,325

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 330 927

その他の包括利益累計額合計 330 927

新株予約権 12 12

純資産合計 89,609 95,264

負債純資産合計 118,428 132,184
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

売上高 39,934

売上原価 19,858

売上総利益 20,076

販売費及び一般管理費 14,482

営業利益 5,594

営業外収益

為替差益 1,049

その他 6

営業外収益合計 1,055

営業外費用

その他 5

営業外費用合計 5

経常利益 6,644

税金等調整前四半期純利益 6,644

法人税、住民税及び事業税 896

法人税等調整額 690

法人税等合計 1,586

四半期純利益 5,058

非支配株主に帰属する四半期純利益 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,058

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

四半期純利益 5,058

その他の包括利益

為替換算調整勘定 597

その他の包括利益合計 597

四半期包括利益 5,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,655

非支配株主に係る四半期包括利益 -

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に渡って

適用しております。

なお、当該会計基準の適用による当第１四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に及ぼす影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて〉

新型コロナウイルス感染症の影響について、当社グループへの影響は、事業や地域によってその影響や程度が異

なるものの、売上等への影響が限定的であることから、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上

の見積りに関して、当第１四半期連結会計期間の見積りに大きな影響を与えるものではないと判断しておりま

す。

当第１四半期連結累計期間
（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

減価償却費 2,388百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

　当社グループは、ソリューションＳｏＣ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

製品売上 31,032

ＮＲＥ売上 8,732

その他 170

顧客との契約から生じる収益 39,934

外部顧客への売上高 39,934

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、半導体製品に関する研究、設計、開発、製造、販売及びサービスを行っており、収益は主

に半導体製品の販売によるものであります。

製品売上については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客

に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払を

受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しております。

ＮＲＥ売上については、顧客に製品開発の成果物を引き渡し、顧客が成果物を受領・評価等を確認した時点
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で、顧客に重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払を受ける権利を得るため、その時点で収益を

認識しております。

これら製品売上及びＮＲＥ売上による収益は、顧客との契約にかかる取引価格で測定しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりませ

ん。

当第１四半期連結累計期間
（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

１株当たり四半期純利益 37円56銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 5,058

普通株主に帰属しない金額（百万円） -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（百万円）
5,058

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株

式数（株）
134,666,666

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

-

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

るため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
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普通株式 Ａ種種類株式 Ｂ種種類株式 合計

株式併合前の発行済株式総数 60,000,000株 40,000,000株 20,800,000株 120,800,000株

株式併合により減少する株式数 45,000,000株 30,000,000株 15,600,000株 90,600,000株

株式併合後の発行済株式総数 15,000,000株 10,000,000株 5,200,000株 30,200,000株

Ａ種種類株式の取得による普通株

式の交付
13,466,666株 - - 13,466,666株

Ｂ種種類株式の取得による普通株

式の交付
5,200,000株 - - 5,200,000株

消却により減少する株式数 - 10,000,000株 5,200,000株 15,200,000株

発行済株式総数 33,666,666株 - - 33,666,666株

（重要な後発事象）

　（株式併合及び単元株制度の採用並びに普通株式の交付等）

　　　当社は2022年７月27日開催の取締役会において、2022年８月31日開催予定の臨時株主総会に、株式併合及び

定款の一部変更に関する議案を付議することを決議しました。2022年８月30日時点で株主からの合意が得ら

れていることにより、株式併合については2022年９月５日付でその効力が発生し、定款の一部変更で行われ

る単元株制度を採用することについては2022年９月６日付でその効力が発生いたします。加えて、株主から

株式取得請求権の行使も受けたことにより、2022年９月６日付でＡ種種類株式及びＢ種種類株式の全てを取

得し、Ａ種種類株式１株につき普通株式1.3466666株、Ｂ種種類株式１株につき普通株式１株をそれぞれ対価

として交付いたします。

(1)株式併合及び単元株制度の採用の目的

　　　当社株式の投資単位の適正化をはかるため、当社株式の単元株式数を新たに100株と定めるとともに、当社

普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式について株式併合を実施するものであります。

(2)株式併合の内容

①株式併合する株式の種類

普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式

②株式併合の方法・比率

2022年９月５日をもって、４株を１株の割合をもって併合いたします。

(3)株式取得請求権の行使等の内容

①Ａ種種類株式における株式取得請求権の行使等の内容

　　　2022年９月６日をもって、全てのＡ種種類株式を取得し、対価として１株につき普通株式1.3466666株を交

付いたします。なお、2022年８月31日開催の取締役会において、2022年９月６日付でＡ種種類株式の全てを

消却することを付議いたします。

②Ｂ種種類株式における株式取得請求権の行使等の内容

　　　2022年９月６日をもって、全てのＢ種種類株式を取得し、対価として１株につき普通株式１株を交付いたし

ます。なお、2022年８月31日開催の取締役会において、2022年９月６日付でＢ種種類株式の全てを消却する

ことを付議いたします。

(4)株式数について

(5)１株未満の端数が生じる場合の処理

　　　端数が生じた株主に対し、会社法に基づいて算定される金額を交付いたします。

(6)効力発生日における発行可能株式総数

　　　134,600,000株

　　　従来の210,800,000株から134,600,000株に減少いたします。

(7)単元株制度の内容

　　　普通株式の単元株数を新たに100株といたします。

2022/09/01 12:40:48／22917151_株式会社ソシオネクスト_公開申請書類（第１四半期）

- 27 -



臨時株主総会決議日 2022年８月31日

株式併合の効力発生日 2022年９月５日

種類株式の取得による普通株式の交付日 2022年９月６日

単元株制度の効力発生日 2022年９月６日

当第１四半期連結累計期間
（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

１株当たり四半期純利益 150円24銭

(8)株式併合及び単元株制度の採用並びに普通株式の交付等の日程

(9)１株当たり情報に及ぼす影響

　　2022年９月５日付で普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式それぞれ４株につき１株の割合で株式併合

をいたします。また、株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年９月６日付でＡ種種類株式及び

Ｂ種種類株式の全てを取得し、Ａ種種類株式１株につき普通株式1.3466666株、Ｂ種種類株式１株につき普

通株式１株をそれぞれ対価として交付するとともに、2022年８月31日開催の取締役会において、Ａ種種類

株式及びＢ種種類株式の全てを消却することを付議いたします。

なお、当第１四半期の期首に当該株式併合等が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり四半期純利

益は、以下のとおりです。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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